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熊本市長等の給与に関する条例（昭和３１年条例第２６号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（この条例の目的） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条の規

定に基づき、市長、副市長及び識見を有する者の中から選任された常勤の監

査委員（以下「常勤監査委員」という。）の給与に関する事項を定めること

を目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条の規

定に基づき、市長、副市長及び識見を有する者の中から選任された常勤の監

査委員（以下「常勤監査委員」という。）の給与に関する事項を定めること

を目的とする。 

（給料） （給料） 

第２条 前条に掲げる者（以下「市長等」という）の給料は、次のとおりとす

る。 

第２条 前条に掲げる者（以下「市長等」という）の給料は、次のとおりとす

る。 

市長 月額 １，１９３，０００円 市長 月額 １，１９０，０００円 

副市長 月額 ９４９，０００円 副市長 月額 ９４７，０００円 

常勤監査委員 月額 ６９２，０００円 常勤監査委員 月額 ６９０，０００円 

第３条・第４条 （略） 第３条・第４条 （略） 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


